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平成25年６月28日安平町条例第28号  

 

   安平町子ども・子育て会議条例 

（設置） 

第１条 子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号。以下「法」という。）第77条第１

項の規定に基づき、安平町子ども・子育て会議（以下「会議」という。）を設置する。 

 （任務） 

第２条 会議は、法第77条第１項各号に掲げる事務を処理するとともに、安平町（以下

「町」という。）が実施する児童福祉法（平成22年法律第164号）その他の子どもに関

する法律による施策について、町長又は教育委員会の諮問に応じ調査審議する。 

２ 会議は、前項に規定する事務及び施策に関し、必要に応じ町長又は教育委員会に意見

を述べることができる。 

  （組織） 

第３条 会議は、委員15人以内で組織する。 

２ 会議に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことが

できる。 

３ 委員は、法第７条第１項に規定する子ども・子育て支援に関し学識経験のある者その

他町長が必要と認める者のうちから、教育委員会の意見を聴いて町長が委嘱する。 

  （任期） 

第４条 委員の任期は２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、

前任者の残任期間とする。 

２ 臨時委員の任期は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときまでとする。 

  （委員長及び副委員長） 

第５条 会議に委員長及び副委員長各１人を、委員の中から互選する。 

２ 委員長は、会議を代表し、会務を総理する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、

その職務を代行する。 

  （会議） 

第６条 会議は、委員長が招集し、議長を務める。ただし、委員長及び副委員長が選出さ

れていないときは、町長が行う。 
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２ 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことはできない。 

３ 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決

するところによる。 

４ 特別の事項について会議を開き、議決を行う場合には、当該特別の事項に係る臨時委

員は、前２項の規定の適用については、委員とみなす。 

  （部会） 

第７条 会議に、部会を置くことができる。 

２ 部会は、委員長が指名する委員又は臨時委員をもって組織する。 

３ 部会に部会長を置き、委員長が指名する。 

４ 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、委員長の指名する部会の委員

がその職務を代理する。 

５ 第５条第２項の規定は部会長の職務について、前条（第１項ただし書を除く。）の規

定は部会の会議について、それぞれ準用する。この場合において、第５条第２項並びに

前条第１項本文及び第３項中「委員長」とあるのは「部会長」と、第５条第３項及び前

条中「会議」とあるのは「部会」と、同条第２項及び第３項中「委員」とあるのは「部

会の委員」と読み替えるものとする。 

  （事務） 

第８条 会議の事務は、教育委員会において処理する。 

  （報酬及び費用弁償） 

第９条 委員及び臨時委員に対し、安平町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁

償に関する条例（平成18年条例第38号）の定めるところにより、報酬を支給し、及び職

務を行うための費用を弁償する。 

  （委任） 

第10条 前各条に定めるもののほか、会議の運営その他必要な事項は、会議が町長及び教

育委員会の同意を得て定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （安平町青少年問題協議会条例の廃止） 

２ 安平町青少年問題協議会条例（平成18年安平町条例第76号）は、廃止する。 

 （経過措置） 
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３ この条例の施行の日の前日において委嘱又は任命されている安平町青少年問題協議会

の委員の任期は、この条例による廃止前の安平町青少年問題協議会条例第３条の規定に

かかわらず、その日に満了する。 

 （準備行為） 

４ この条例の施行後最初に委嘱又は任命される会議の委員の選任のための手続及びこの

条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことがで

きる。 

 （安平町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

５ 安平町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（平成18年安平

町条例第38号）の一部を次のように改正する。 

  別表職名等の欄中「、青少年問題協議会、文化財保護委員会及び学校給食センター運

営委員会」を「文化財保護委員会、学校給食センター運営委員会及び子ども・子育て

会議」に改める。 

   


